
京都市観光駐車場条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成３１年３月２８日 

京都市長 門 川 大 作   

京都市規則第   号 

   京都市観光駐車場条例施行規則の一部を改正する規則 

 京都市観光駐車場条例施行規則の一部を次のように改正する。 

 第１０条第２項中「２，５００円券１１枚つづり」を「２，６１０円券１１枚つづり」

に，「２５，０００円」を「２６，１００円」に改め，同条第３項本文中「８００円券２枚

つづり」を「８３０円券２枚つづり」に，「１，２００円」を「１，２５０円」に改め，同

条第４項中「４００円券１１枚つづり」を「４１０円券１１枚つづり」に，「４，０００円」

を「４，１００円」に改める。 

 別表１備考以外の部分中「２，５００」を「２，６１０」に，「８００」を「８３０」に，

「４００」を「４１０」に，「１，０００」を「１，０４０」に，「１８，０００」を「１

８，８５０」に改め，同表２備考以外の部分中「３，０００」を「３，１４０」に，「１，

０００」を「１，０４０」に，「６００」を「６２０」に，「１，２００」を「１，２５０」

に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，平成３１年１０月１日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日

から施行する。 

（準備行為） 

２ この規則による改正後の京都市観光駐車場条例施行規則（以下「改正後の規則」とい

う。）の規定による駐車料金の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は，こ

の規則の施行前においても行うことができる。 

（適用区分） 

３ 改正後の規則の規定は，この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後の駐車に

係る駐車料金について適用し，施行日前の駐車に係る駐車料金については，なお従前の

例による。 

４ 前項の規定にかかわらず，施行日前に入場させ，かつ，施行日以後に退場させる車両

の駐車料金については，改正後の規則別表（月ぎめの場合を除く。）の規定を適用する。 
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（経過措置） 

５ 施行日前にこの規則による改正前の京都市観光駐車場条例施行規則の規定により発行

したバス回数駐車券，タクシー・ハイヤー回数駐車券及び自動二輪車回数駐車券（以下

「回数券」という。）は，施行日以後においても使用することができる。 

６ 前項に規定する回数券を使用するときは，回数券の券面額と改正後の規則別表に掲げ

る金額との差額を納入しなければならない。 

（建設局自転車政策推進室） 


